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当社元契約社員による不祥事について 

   
当社の元契約社員による、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に違反する下記の事件が確認され、

3月 13日、同社員が警視庁に逮捕されました。日頃から取引を頂いておりますお客様、ファンの皆様、当社
株主の皆様、タレントの皆様、ならびに関係する皆様には、多大なるご迷惑、ご心配をお掛けすることにな

り、心からお詫び申し上げます。 
 
エンターテイメントの会社として、本件はお客様の信頼を裏切る、あってはならない不祥事と真摯に受け

止めております。今後、警視庁の調べを待って厳正に対処するとともに、社員教育を徹底し、二度とこのよ

うな不祥事を起こさぬよう対策を講じてまいります。 
 

記 
 
１． 2010年 1月 1日、株式会社サイバーエージェントが運営するタレントのブログに関するＩＤ、パスワ

ードの流出事件がありました（以下※印は、サイバーエージェント公式サイトより転載）。ホリプロの

タレント、他事務所に所属されるタレントを含む、約４５０名のタレントに関する、ID、パスワードを
記載したデータファイルが、不正アクセスによりネット上へ公開されましたが、当該行為を、当社の元

契約社員が行ったというものです。 
 

※＜Ameba オフィシャルブログ、不正アクセス被害について＞  株式会社サイバーエージェ
ント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：藤田晋、東証マザーズ上場：証券コード 4751）
が運営する「Ameba」のオフィシャルブログにおいて、2010年 1月 1日未明、不正アクセスの
被害を確認いたしました。また同時に、オフィシャルブログの ID、パスワード約 450 件等を記
述したエクセルファイルが外部に流出したことを確認しております。当社は、本不正アクセスに

関して迅速に対応するため緊急対策チームを結成し、流出したパスワードを本日正午までに変更

するなど、対応策を実施しております。また合わせて、渋谷警察署に被害状況の報告及び関連資

料を提出しており、早急に流出経路含め、原因追究に努めてまいります。 
 

２． 当社元契約社員は、業務としてタレントのホームページの管理などに携わっておりましたが、当社以外

の事務所に所属するタレントの ID やパスワード情報の入手経路については、現在警視庁が捜査中との
ことです。 
 

３． 当社は、警視庁より 2月下旬に本件について連絡を受け、捜査に協力してまいりましたが、3月 10日
付で同契約社員を懲戒解雇処分としております。 
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